
令和３年６月１８日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、地方公共団体と事業者

間の手続きのデジタル化の推進に関する考えが示され、総務省では、各都道府県に対し、事業者

等への利便性の向上の観点から、競争入札参加資格審査申請のデジタル化について、検討するよ

う通知があったところ。

北海道では、地方自治法施行令に基づき、発注する工事等の入札に参加する事業者に、必要な

資格を工種毎に定めており、事業者からの競争入札参加資格審査の申請に基づき審査を行ってい

る。これまでは、書面により申請を受付けていたが、事業者の利便性の向上を図るため、令和

７・８年度建設工事等競争入札参加資格審査申請分から電子申請によることとする。

【課題】
申請書の郵送等に要する手間
や費用が申請者の事務負担と
なっている

【メリット】
申請者の郵送等の手間が省け
利便性の向上のほか、ペーパ
ーレス化により印刷等に要す
る経費が不要となりコスト削
減が図られる

【課題】
自治体ごとに申請を行ってお
り、申請者の事務負担となっ
ている

【メリット】
受付窓口を一本化し受付から
審査まで行うことで、事業者
や自治体の負担軽減

電子申請は、電子申請審査システムを既に構築している唯一の団体である、一般財団法人北海

道建設技術センターの審査システムを利用する。一部の市町村では、北海道建設技術センターが

提供する電子申請審査システムを利用しており、道においても、同じ電子申請審査システムを利

用することにより、事業者にとっては、道を含む複数の市町村の申請窓口が一本化され、申請手

続の簡素化が図られる。

参加自治体の実績数（予定数）

令和３・４年資格審査 15 市町村

令和５・６年資格審査 70 市町村

令和７・８年資格審査 100 市町村予定

最終審査

資格決定（メール）

１ 背 景

２ 申請の電子化

３ 電子申請
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